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平成19年11月6日  

（照会先）  

厚生労働省医薬食品局   

血液対策課長  新村和哉 （内2900）   

血液対策企画官 植村展生 （内290り  

フィブリノゲン製剤納入医療機関名等の広報について   

フィブリノゲン製剤を投与された方に対し、可能な限り投与の事実をお知  

らせし、検査・治療を受けていただけるよう、平成16年12月に公表した  

フィブリノゲン製剤が納入された医療機関（約7000）の名称について、  

新聞を活用して、改めて広報いたします。   

約7000医療機関名の広報に先立ち、C型肝炎検査受診の呼びかけを以  

下のように順次行っていく予定ですので、お知らせいたします。  

（1）10月31日（水）（既に実施）  

「C型肝炎検査受診の呼びかけ」を厚生労働省ホームページのトップ  

ページに掲載。（平成16年12月より継続的に掲載されている内容）  

（2）11月13日（火）～18日（日）  

新聞各紙において各1日づつ突出し広告を政府広報により掲載予定。  

掲載内容  

■C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ  

・フィブリノゲン製剤納入先医療機関名が厚生労働省ホームページや  

地方自治体で確認できること。  

（3）11月下旬目途  

新聞記事下7段（紙面1／2サイズ）で政府広報を掲載予定。  

掲載内容  

■C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ（検査対象者等の具体的説明）  

・C型肝炎ウイルス検査の概要  

・相談窓口   



平成19年11月14日  

（照会先）  

厚生労働省医薬食品局   

血液対策企画官 植村展生（内2901）   

血液対策課長補佐 斎藤匡人（内2906）   

フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口の設置について  

t  

フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表に関する問合せ窓口は、  

厚生労働省医薬食品局血液対策課で行ってまいりましたが、11月15  

日より、厚生労働省内にフリーダイヤル（専用回線）による「フィブリ  

ノゲン製剤等に関する相談窓口」を殻置することといたしましたので、  

お知らせいたします。  

○厚生労働省の相談窓口  

フリーダイヤル   0120－509－002   
受付期間 平成19年11月15日（木）～12月28日（金）   

受付時間 午前9時30分～午後8時（土・日・祝日を除く）   



卜UJl蚊・川寸広幸技  禾汀l耳ほ已串   く7段 1頁の約1／2サイズ）  
′′Tヽ  

11月29－白（木）  

▼ 30日（金）  

朝日、華売、毎日ヾ産経、日払プロγク紙の各朝刊  
地方紙の各朝刊  

乱視報－  厚生労働省  

診をおすすめしていま霞  
平成6年以前にフィブリノゲン製掛の投与を受けた方等、「検査受診の呼びかけの対象者」に該当する方は、  

肝炎ウイルスに感染している可能性が－舵の方よりも高いと考え・られ点すの・で、C型暦象ウイルス検査を受けられることをお勧めしています。  

①テげリグ恥馳掛（アイプリン糊としての慣用を含む）軍1如4年呼  ●  

償用されませんでしたか？  
成＄年）以前に  

フげリノゲン乳剤の授与魯受けた方には、以下のような犠今があります。 

り魔姉中又lよ出融和こ大食の出血があった  

2）大盤に出血するような革帯草薮けた  

3）食温熱肝癌・の硬臥消化結果疾患、外儒應どにより大足の出血があった  

ヰ）がん、白血病、療疾患などの罷簸で「血が止まりにくい」と鐸掃を郵ナた  

6い特赦な腎縮石・週石原虐（帝石をフィナノン鰍こ旬壕して取り腐く封浪）、思胸での胸曝娃軋  届い骨なの 

折片ど横着、血が止まりに・くい部分の止血などの治療を受けた  

庸望副過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある看を除く）   

保健所自僧体によっては委託医療機関でも受診可   

⑧下肥a－hに紡賀しませんか？   

a．1992年（平鹿4年）以■前に輸血を受けた方策   

b．大きな手術を受けた方   

0．血液凝固白子製軸を投与された方   
d．：最期に血液透析．を受けている方   

¢．康恭啓煉を受けた方  

．†．幕勅汲用考、人中亀をしている方   

g．ポ声イピ≠スを施しtいる方 

公葬医療憫側に  
辱ねて屯、陳賞するかが  
わか8ない方は、ます  

肝級ウイルス檎褒を  
受診してください。  

h・モの飽■く漁童に億麻診断専で肝嶺熊検査の異常を指摘されてい宅＝＝もかかわらず、その後   
肝炎の捜査を庚偲してい卑い万等）  

洪輸血などに用いる血液世知は」犠やな変金由無がとられてきており、感染症伝掩のリスクを  
尭全に排除や卓ないものの、近年の製剤の安全性は格卑に向上しております。  

上略申ほか、  
①壱人例他如こ荘づせ甲区町村が異椚・る肺炎ウイルス楕紛（押しくは、個性飢、の鱒区町村に虚聞い合せく離い）、  
①準備▲険脊及び頒妖湾官印故に偲憫僻険胆倉茂び政府℡鞘刺県除が保仏事株として紬す拍腑査  
があります（射魚者等別荘については、加入叫ている保険者に金剛、合せください）・  
また、各医府相聞に酎、て肝炎ウイルス検査奄罪ねす批ころもあり、診察により肝炎の曲が縫われる場合には、  
贋摂保険が；患用引1・褒1●。  

なお、過去l宇一度肝炎ウイルス検査を受診されている方は  
基本側に再度検査憺‘受ける必裏はありません。  

新たに上限に該当することがない限り  

l合わせください   
り 異な．る野分がありま  自韓体によ  これらの制度は各地方  

地方自治体の  

窓口   
厚生労働省の  

相談悪⊂l  



厚生労働省医薬食品鳥  

血液対策課長 新村和哉（内2900）  

血液対策企画官梅村展生（内290り  

平成20年1月16月  

医秦食品局血液対策課  

「フィブ・リノゲン製剤臥先医療橙関」及び「非加熱血舶固因子製剤を 血友病以外の患者に投与した 

可鹿性のある医療機軌の公表嘩府広軌 について  

0嘩旨 C型肝炎ウイルス検蚕の受診勧奨  

0広報 一月17日の新聞折込広告約3000万部  

0公表内容  

1・都道府県別由各梨御納入先医療機関名及び南在市区町村  

1）フィブリノゲン製剤納入先医療細（6726施設曜り  
（内訳ブ  

（掛ホームペ⊥ジ公蕃医療楼閣や内、施設の名称筆か不明なものを除く。  

2）非加熱血液凍固周手鞠を血友病以外堰者に長与した可能性のある寧療棲関  （805施設）  

（内訳）  

現車も存在する施設（名  称
 
 

4白8晦設  

214施畿  名称変更施穀（統車台を含  

廃院（休止を含む）（※印）  
・（  設

読
訳
 
施
．
施
 
 

5
 
8
 
 

9
 
 

層定されなかった医療雛巨  

検査を受けていただきたい方  

りフィブリノゲン製剤の投与を受けた可能鹿のある方 2 

）血液凝固因子製剤の投与を受けた古能畦ぁある方 3 

）その他検査をお勧めする方．  

検挙の受診機関など  

4 間・い合わせ先  

り厚生労働省相談窓口フリー ダイヤル ＿9120、－509－002   
」 … 

冒山 
厚生労働省恭一去ペ  ン

 
 

ス
．
 
 

レ
 
 

ド
 
 

ア
 
 

Http〟w壷．mhfw．go．jp  
．＿ノ  

2）都道府県の主な窓口等   

事務所等に設置   
都道府県、∵齢指軸軋′1昏健帝設置市、東京都23区の保健所、健康嶺祉  



C型肝炎lま⊥早期発見・早期治療が貴賓モす。  
（り  

訂政府広報順生労働省  

▼ ▼「▼  
r「■■－■■′ 平成6年以別にフィブリノゲン製剤の投与を受けた方な批肝炎ウイルえに醜してし．、る可能性が一級の方より削、と考えられます。  

⑳平成6年以前に  で治療遭受け  ※○◎以外の方でも、次のような方は、   

一度は検査を酎ナる 

1作成4年以削lこ輸血を受けた万   

引七草卵礪を硬けた方   
3）臆晰二血池波肌を悪けていふ芳   

4）臓器撃穂モ曳けたこぢ   

紺桐膵憫五入M拍Lている方   

帥ホヤ′・iピTスキ施していも刀   

71そり仙（他薫陶噂等で肝横合瞥肋漉〟／肘柑を相加き八ていふにl．  

かかわら11、その捜脾灸外相な那軋で＼、、加・方などト  

貞畑山なとに伽lふ血ば製剤軋練々な管如叶僻がとらハできてJ．川、  

浪触酎錮紺■lてクを寛恕二榊紅絹か、レ）の、■近年中秋利仇  

安東蛙l川粍に向上Lて余川菅十．．   

※な軋過討と「贋冊炎ウイルス検査を受胎され   
ている方旦‘新たに¢、◎または上肥に核出す   
るこ阜が疎い眼．リ、基本的に再度検査を受ける   
必畏lまあり‘ません．  

次の’り～5）に紘当きれ  た方  はこライブリノケン製剤の投与を  

受けた可能性があります。  ¢受診曙関：保健所  
（自治体によっては垂託医瞑機抽でも受診で卓寮す。  

■‾ －■■▲－－－■－■－■－■●■●－一－－－■－■－■－－●■－－▲－■－■－－－▼－■▼■－【－－－■■－叫■】■■■■－－■一■－▲一■一－－■一－一一■■L◆■■■◆■〉一一叫“ヽ■W－－－■■ヽH－■h■●  

⑳検査受用：基本的に無料  

仇た  
∫  

3）火花馴糾抑′踵斜・馴：軌鎖積且、州拓などlこ出火館‘′仙血かれ′，た  

4けん、由仙㈹、肝梶．恥骨ご1つ納貯㌣r此れ上錮l二くいjヒ棚約・肘†アニ  

5）神職な椚衣石t陀石臥重吉礪：蝕フィプリ／胤こ包雉Lて耽り騒くソj■軌、軋阻ぐ巾駒眺聴軋掛  

l  せ州うてと′〝灘嘲、血か止ま＝l：くL一郎分明1」肌なと・巾愈枝か動ナ∴：  

針欠．のような病気で入院したこ摘あ志方軋  
血液蘭画田子製剤の授与を受けた可能性があります。   

（一郎の自治体では自己魚姐が必要な鳩舎があります  

◎検査に関するお問い合わせ先：   

■お住まいの地域の保健所  
1）斬建削出血鵡十椚珪川レLナ．ヒ，ミンl（欠乏卿声．け胡町Pr血か止別lこくりとノ）榔講眩動ナた  

2‖l用土′蛋や聞流jlF簸●ぐプ、決し、加肋珊し．掛った  

3〉加jj鋸削択輔仇l捌軋消化牲取組訊こ山大鳳ノ）下仙があ1：．た  

」4）大魚に封血一卜b」こうち：串術な堆けたt出御岬大股出血i．育むl  

なお、昭和47～63年の間に、非加熱血液鹿回国子製剤を血友病以外の患者に投与  
した可醍他のある医療機関－は、嘩萄鰍 に掲載富れています．  

上妃のほか、市区町村や健康保険組合及び政府管掌蝿  
保険が行う鰻席診証で肝炎ウイルス検査を行ってい  
場合があUますので、それぞれにお問い合わせくださし  

ヰ用フリーダイヤル   

■、・ 坤方自治体の窓口朝雄府県、救命婚塵芥献旗甥閉校置取東京如3区の傍蝿鯨  「－－」 蝕康絹祉寧顔所等に設置されでおり．まれ  なお、47都迂府県の主な思口は以下のとおり・でれ  

北 摘通 庵原拍止油  
阪珊同朋闇  

′抒 魚 県 腹府斡接朋l  
様倒彿生釈  

043・恕‖・2¢14  
0ヰら・Z23・Z88Z  
O3一塁3ま0・41色与  

0き一S320■叶ヰ71  

0a・63之0・4810  
0AS・㌢川・4g64  
025・280・5187  
025・280・5之0（j  
O了β・444■3225  
07（ト4小卜3之34  
0て6・2iS・1ヰa8  
076・2之5・1442  
07Tt卜20・U346  
日T78・ZO・0ヨ52  
055・2Z！－1494  

02ら一25S一TIS7  

岐阜県 伸也腰痛抹  
孤携水iln  

tト圃 場 誇事象 

鎮鋼射貫五  
ば生都塵膿艶  

放 邦 県 匿隅安食映  
柳如纏叫  

三E県 搭払亀皐註  
二浪 射 線：僅拐頭株脾 
京扉斥＝郵相  

嘘孤対陣塁  

b58・2TZ・＝川路瑚  

06か27む1111（25門）  

○さ4－ま2ト241疇  

OSA・之2ト‡小11  

∂6J卜22卜之dO疇  

0苓2・9S貞一8306  

0ま■2・8ざ4・82ア2  

Q’69・21一卜2S80  

0丁・7・628・きぢ34  

0丁5【414・478る  

n7抒・414・qT26  

千珊鼎 剤拐絆  
銃刑対照は  

苅 東 郷 鴨原作叫貫井  
疾病対照働  
卿耶相聞  

神祥月l県 藻粉株  
新！対 偶 厚隅前線坤  

催用対語棟  
冨 山 鍋 肌取蛛  

くすU微語群  
石 川 県1．随味抽漁場  

解平野生甥  
？慕 井 脾 医隋罷覇ほ  

叱條相追牒  
山 梨 県 惟脛相通誹  
長 野 県 取闊管毯沫  

0＝H門卜d川（凹・q叩  

01卜23ト4‖l125・即Z）  

・つ17・7：）小0289  
01ト134・9284  
の19・引柑■小167・り6ぢ  

0ユつ・211・28瓜1  
u18・8ぴ0■1ヰ2d  
Oヱ3・63ひ・2318▲コユ3之  

OZJ卜51い7252  
024・S21・7238  
く）急9・？．0ト3之ま0  

0？山▲3の1・a等Qさ   

U2B－B23・3086   
028・6呈3・3120   
027・226「之¢Og  

OZl㌧226・Z6¢3  

0ノ18・830・3672  

抑散山県 饉欄封蝋伐  
．れ 取 鼎 厚様相博康  

蛙席数牒朋  
島根県 用事博強l臭  

踵爪経机畔  
岡 山 鵜 匠闊賢女津  
広 島 県’碑精】札  

除性‡⇒鴇芸  

0丁3・44卜2643  

08う7・之○■TZ26  

0867・26・T19q  

086Z・21づ之S車S乙68  

0a62・Zt・5さ？．q  

886・えヱ6・γ3ヰ0  

082・ら13－き2Z3  

08Z－61：卜3068  

高 郷 弗I負債プくり岬  
沌 憫 織 布稗甥  

．隠儒対照耕  

佐 瀬 脱 脂輔慕畢  
吼鳳増現成  

典的 凧 購楕行政胤  
医郷取粁It  

如 本 県 軒搭鋸生慄  
大 分 県 ＃i炸互  

隠爪別電l軋  

官 印 鼎 ぼ廣縞掃誹  
侶瓜相互lは  

脛児晶瓶 t隻脚闊通辞  
沖梢 鼎 都押印f生誹  

閏ノ研増池躁  

0と18、8？3・9づ77  

uQl・bqヨ・封‖膏  

092・84急・3Z8Il  

O9S之・2S・70息1  

09ら2・26・‖‖一l  

けp訂・8タβ■か＝＝〉  

09S・8り5－2月6ぴ  

09G・38ヱ・＝川？1ざjJ  

O97■SOtト之8さD  

O8ト5舶・史もも色・18Tl  

年・〉罷 保肇晰生紬  
城 陽 罷株桝  
田 凧 偽虎撫捕慄  

岩
層
秋
山
椙
 
 

鼎
魚
 
 

形
軋
 
 

除塵杯闇朋  
執務グル・一プ  
既成智陀グループ  

座席増通・位相保g墨且 082・513・き0？6   
山 口 県 縛有漢  

哩原増進開   
祖 局 県 霹ふ詳  

強腰嶋過蛛   
斉 川 県 花拷J坊熟慮封綬慄   
兎竣県 悌職場遺快  

爬拝衛生錬 
祈知 鼎 筐環廃胡糟  

08さ・833・301き  
083・933・之956  
0さ8・¢2ト223」  

p88・¢ヱトZ228  
087・832・3303  
089・912・2401  

089・912・2391  

038・る23・9682  
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茨 娘伸一 隠鴇サ柄構  
蒋璃l電  

場ホ血 餞隣村應蛸  
罪科柏  

餅 礪 県 悍個茎予防騨  
茶箱明  

和 玉 爪 痕所討取は  

大醸何 フイ：り／ケン瑚椙帥尽チ「ム08・甜叫・6268用用）  rOアg  

～J：！」  

2215  

Zヱ08   

ひ78■き62・3Z6g  
Oγ12・之7・86？3  

074Z■27・・8858  

07‘12・ZT■さβヰ5  

073・叫卜2600  

共渾l曙▼邦拝甥  
読 点 鼎 種籾津  

醸政雄進枕  
頭満場  

制取出潤  

098・  

ロ針計・8  

翼原づくり文】賛蛛  028疇235・71q8  



（照会先）  

厚生労働省医薬食品局   

血液対策課長 新村和哉（内2900）   

血液対策企画官 植村展生（内2901）  

平成20年6月13日  

医薬食品局血液対策課  

フィブリノゲン製剤をフィプリン糊として使用した可能性のある医療機関  

の追加について  

0 5月3？日までに、厚生労働省ホームページ上の「C型肝炎ウイルス検査受診の呼び  

かけ（フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表につ 

ストの597の医療機関の備考欄に、「フィプリン糊として使用した可能性があるとの  

報告あり。」という記載を追加したところですが、その後、新たに1施設から、フィブ  

リノゲン製剤をフィプリン糊として使用した可能性があるとの報告があったため、同様  

の記載の追加を行いましたので、お知らせいたします。   

これにより、フィブリノゲン製剤をフィプリン糊として使用した可能性があるとの報  

告があった医療機歯数は合計5′98施設となりました。   
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平成20年毎月22日  

（照会先）  

厚生労働省医薬食品局  

血液対策企画官 林憲一納噂2901）  

血頑対策課長補佐・斎藤匡人（内線2906）  

フィブリノゲン製剤等に関する相談窓叩こついて  

rフィブリノゲン鮒等に関する相談窓口岬、平成20年9月柑（月）より平成20年9片3p白  

（火）まで以下のとおり行うこととし乱たので、お知らせいたします。 ト  

また、「特定フィブリノゲン製如び特軸液舶第IX因子製剤にょる碓肝細染考を救済  

す種めの納金め支綺に関する特別措置割に基づく鮒金硝求手続き等に関する椒  

窓口が独立行政法人医薬皐医療横森盆合機構内に設置されており即ので、併せてお知らせ  

いたします。  

0厚生労働省の相該窓白  

フリーダイヤル 0120－509－002  

受付期間一 平成卯年9月1月（即γ 

受付時廟 ヰ繭9時30分一午後6時（・土伯・祝日を除く）  

0独立行政法人医薬品医療機器金台機構の相談窓．口     l  
l  

フリーダイヤル 0・120－780－400 

受付時間 午前9嘩～午後6時（土・日朝日を除く）  

＿   

■：甘、・こ   

T  



平成19年11月7日  

各医療機関の長 殿  

厚生労働省医薬食品局血液対策課  

東京都千代田区霞が関1－2－2   

電 話 0 

フィブリノゲン製剤を投与された方々に対するお知らせ等について  

（協力依頼）   

日頃から、公衆衛生の向上に多大な御貢献を賜り、誠に有難うござい  

ます。   

今般、フィブリノゲン製剤の投与によるC型肝炎感染の問題が改めて  

提起されたことを受け、フィブリノゲン製剤を投与された方々に対して、  

再度、早急に可能な限り投与の事実をお知らせ↓、一日も早く検査・治  

療を受けていただくための対策をとることが最重要と考えて奉り、厚生  

労働省として全力を挙げて取り組んでいるところです。   

厚生労働省では、C型肝炎ウイノレスに感染した可能性のある－方々べの  

検査受診の呼びか．けとすべく、製薬会社がライブリノゲン製剤．を納入・し  

たとしている医療機関の名称や所在嘩、連絡先等を平成16年12月  

9日に公表し、厚生労働省ホームペ 

名称等を掲載しておりますが、平成16年12月のミ公表に際しましては、  

その準備段階と公表後の相談対応等にづいて、種々の御協力を賜り厚く  

御礼申し上げます。   

以下に掲げ各点につきましては、平成16年に同趣旨のことをお願い  

し、御対応いただいたところですカ亨、元患者の方Ⅰ・キ可能な限り情報を提  

供いただきたく、貴医療機関におかれましても、、以下のことを行ってい  

ただくよう、改めてお願いヰし上げます。   

① 元患者の方にとりましては、、フィブリノゲン製剤の投与に関する   

情報が、肝炎の早期発見、早期治療につながる可鹿性があり・ますの   

七、カルテのほか、手術記録、分娩記録、処方築、輸液箋、注射指   

示箋又はレセプトの写し等が残ってい．る場合には、可能な範囲で調   

査いただくこと。  

② ①の結果、平成6年＊以前にフィブリノゲン製剤を投与された元   

患者の方が判明している又は判明した場合は、可能な限り投与の事  

9   



実及びC型肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高い   

と考えられることをお知らせいただき、肝炎検査の受診をお勧めい   

ただくこと。  

③ 元患者の方等からのお問い合わせがありました際に、可能な限り   

情報提供いただくこと。  

④①のカルテ、手術記録、分娩記録、▲処方箋、輸液箋、注射指示箋  

又はレセプトの写し等の書類が痍っている場合、当分の間、当該書  

類を保管していただくこと。  

＊ フィプリノ 

れた時期  

また、平成16  年の公表  後の  御  対応に■っ  平成1  9年11月  
0月現在  の状況  を調査させて  いただ  きたく  別添用1紙に  御回答いただ  

塁上＿＿軍盛上旦旦旦血に返信用  塾亀拉三選塵眉いただけ  

ますよ  う御協力  をよろし  くお願いいた  回答いた  だきま  

した内容につ  当課にて  りま．とめの  上、公表  するこ  ととしてお   

りますので  御承知   おき下さ  

末尾になりましたれ′平成16年の公表に曝しまして、▲種々の御協力 一  

を賜・りましたことに改めて心より御礼を申し上げます。今回の協力依頼  

に関しまして・も、‘元患者の方等に卸する情報提供やライブリノ 

． 

実めお知らせと肝炎検挙の勧奨哀していた・だくとともに∴△表後わ御対  

応に関する繭査牢ついて特段の御理解・御協力を賜りますよう、重ねて l  

お顔い申し上iナます。  

（不 

厚生労働省医薬食品局血液対策課  

〒1・00－鱒6 東京都千代田区長が関1．－2－2   

TEL：03－3595－2395  
9：30から18：00まで  

10  
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（別添）  

（整理番号）  

①  名  称   訂畢欄  

②  経営形態  

＠  住  所  T  

訂牢欄   

④  話番号  

⑤  備 考  

、立女ク桓   

担当部局名  

電話番号等  

′て一     ⑦  カルァ、手術記録、分娩記録、製剤使用簿、処方箋、輸硬箋、注射指示箋、レセプ  

トの写しなどや元患者の方からの問ぃ合わ－せカラら、平成6年以前にラ・・ィブリ／ノゲン 

製剤（「ブィブリノ⊥ゲンー由頑」、「ライブリノーゲシーミ戸山・、「フィブ  

リノゲン‾ミドリJ又は「フ■ィブリノゲンロT－ミドリ」をいう。以下同じ。＼トを 

投与されたことが判明している方がいましたか（該当するものを○で囲み「はい  

」の場合はその人、 、竺■－ ゾ 、  

※イ投与されたこと・が和明して・いる方」とは⊥投与された人数としてカウントできるか  

どうかを基準に判断してください。名前等が不明である場合でも」例えば、○月0日  

に1名投与されたという人数が明確であれば、その人数章カウン・卜して・ください。投  

与年朋が不明であっても人数が明確であれば⊥合わせでカウントしでください。  

乙ま  しヽ し、レ、え  

（  人）  〔rい† 
〕 

J．′  し  

11   



⑦で「か」錘答えいただいた場合、下嘩の空欄に投与時如欄明した方の 数を 

記入してください0月別の数が不明の場合は、年別の計欄へのご記入で結構で す 

。投与時期が不明の方については、不明欄にその人数をお答えください。  

年／月   口  2  3   
昭和  

5   

6  7   8  9 10 11 2  
40  

41  

42  

享3  

44  

享5  

46  

47  

4合  

4  

50  

52  

53 

54 

55  

56 

57  

58 ◆  

59 

60  

61  

62  

6 

成■   

2  

3  

4  

5  

6 

投与時期不明 人   

12   



⑨  

フィブリノゲン製剤の投与の事実 をお知らせされましたか∴（該当するものを○で囲み、それぞれの人数をお答えく ださい  

⊥上＝上こ！。          ＼  ヽ A       －0l．，ナ       口、」とに人数をお答ぇください）  
（ア・お知らせし牢  イ・お知らせしていない）  

（ 人）  

又は連絡がっかない 

⑳平   

お知らせしていない場合、理由ごとの人数 f・琵軍票忘‡曇  
いますか（該当るものを○で囲  

て ・でください0「はいの場合保管されている童類が、   塔えください 
。）。 

※・一部め診療科のみ書類が保管されている場合、「状況」の欄にその科名をお答えく ださいらその他 

、必要に応じ、r状軌の梱を一着由くだ  

）カ 

はい いいえ  
（槻‥ 

） 

（期間： 年一月 日から  毎月日まで）  

手術三■   

は1し■、 いいえ  

（状況‥ 
ト  

（期間‥ 年月 から  各月目まで）  

（3）   

右耳い いいえ  

鰍： 
）  

（間 年 月 月から 年，月．雨で）   

†心  処方箋  

は い いいえ  

（状‥ 
） 

（期周‥   年  月  日か   年  月 まで）   

．
し
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（5  ）輸液・箋－－注射手旨示箋  

はい いいえ  

（状況： 
）  

（期間‥   年 月 日から   年 月 日まで）  

（6）  レセ・プトの■写し  

い いいえ  

（状況・‥ 
）  

（期間‥   年 月 日から  年 

（桝  

（研究論文データ、入院サふリニなど）  

古ま し、 √  し、いえ  

（状‥  
）  

（期間‥  年月 日から 年＝耳目まで）  

⑱t  

1   

（注）訂正欄に軍ききれない場合臥別紙とし、その旨を注記してくださ小。   
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